
盛岡市在宅ねたきり高齢者等紙おむつ支給事業実施要綱の一部改正に係る
紙おむつ支給対象の変更について

令和６年度高齢者保健福祉関係行政等説明会

１ 盛岡市在宅ねたきり高齢者等紙おむつ支給事業について

在宅で介護する家族の経済的負担を軽減するため、一定の要件を満たす方を対象に紙おむつの現物給付を行っているもの。

３ 紙おむつ支給対象の変更について

本事業は介護保険法に基づく任意事業（地域支援事業）として実施しておりますが、令和５年12月22日付け厚生労働省通知において、
令和６年度以降の地域支援事業における介護用品支給事業の廃止・縮小方針が示されたことから、本市においても対象者の見直しを行う
必要が生じました。
国の通知によれば、本事業は廃止・縮小に向けた具体的施策を検討していること等を条件に、例外的な激変緩和措置として、一定の要

件下での事業実施が認められたものであることから、令和６年度から当分の間は下記のとおり取り扱うこととします。
なお、本事業は、住み慣れた地域や自宅で安心して生活を送るために必要な事業と考えておりますので、今後の財源確保や事業実施方

法等の見直しも含め、引き続き事業継続について検討してまいります。

２ 盛岡市在宅ねたきり高齢者等紙おむつ支給事業実施要綱の一部改正に係る紙おむつ支給対象の変更について

期間 本事業の対象者

令和６年
３月まで

以下のすべての要件を満たす方
① 市内在住で65歳以上のうち６ヶ月以上常時紙おむつを使用している方
② 本人及び同居者全員の前年市県民税が非課税であること
③ 要介護３以下の場合、要介護認定（要支援認定を含む。）における認定調査票の「排尿」又は「排便」
の項目において「介助」又は「見守り等」に該当していること

令和６年
４月以降

以下のすべての要件を満たす方
①～③ 変更なし
④ 生活保護または特定中国残留邦人等支援給付を受給していない方



４ 本事業の対象外となる方への支援について

令和６年４月１日時点で本事業による紙おむつの支給を受けている方のうち、今回の見直しに該当する方については、令和６年９
月末をもって支給対象外となります。（当該対象者に対し、その旨を別途通知します。）

【参考】生活保護制度における紙おむつ等の金銭給付について

(1) 支給対象者
主治医により、常時失禁状態であるため紙おむつ等が必要であるとの証明を受けた方
※担当ケースワーカーが相談を受けた後、福祉事務所から医療機関あて所定の様式を送付します。

(2) 支給内容
紙おむつ、布おむつ、貸しおむつ、おむつ洗濯代のほか、おむつカバーや油紙等失禁防除のために必要な物であって、

月額25,200円以内の額（令和６年４月１日時点の限度額であり、法令改正により、今後改定となる場合があります。）

(3) 支給方法
金銭給付（保護費支給口座への振込）

５ その他
生活保護制度における紙おむつ等の金銭給付に係る詳細な要件及び申請方法については、担当ケースワーカーあて相談するよ

う御案内をお願いします。
※ 担当ケースワーカーが対象者から相談を受ける前の利用分や主治医による証明を受ける前のものについては、生活保護制
度に係る支給の対象外となります。

６ 問い合わせ先
(1）紙おむつ支給事業について

盛岡市保健福祉部長寿社会課 地域ケア係（担当：工藤） 電話：019-613-8144（課代表）

(2）生活保護制度の紙おむつ代申請について
盛岡市福祉事務所 生活福祉第一課・第二課 電話：019-626-7510（課代表）

本事業の対象外となった方については、生活保護制度等により紙おむつ等の購入費用に係る金銭給付を受けられる場合があります。
本事業の対象外となる旨の通知を受け取った方から御相談があった際には、盛岡市福祉事務所生活福祉第一課・第二課（019-626-
7510）あて連絡するよう御案内をお願いします。

なお、令和６年４月１日時点で生活保護制度による扶助を受けていたものの、その後、同扶助が廃止となった方については、本事
業による紙おむつの支給を受けられる場合があります。その際は改めて盛岡市社会福祉協議会（019-651-1000）あて申請が必要とな
りますので、御承知おきください。


